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評 議 員 会 資 料
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ところ　　大 庄 地 区 会 館   2  階   ホ  ー  ル

尼崎市社会福祉協議会大庄支部
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社会福祉 尼崎市社会福祉協議会 

大庄支部規約の一部 に （案） 
対 表  

  

員の選  

第 ６ 条 この支部には、支部長１ 、

支部長２ 、会 １ を き、

理事会に 理事の

選と 評議員会の 認を るもの

とする。 

  

第 ７ 条 

   ６ 事は、市社協定 第 条

第４ に準 た を行 ものと

する。 

  

第 21 条 この支部の は、支部長

に 成 、理事会の３ の

２以上の同 を 評議員会の議

を ら 。 

規約の  

第  2  条  こ の 規 約 を よ と

するときは、 理事、理事及び

評議員の３ の２以上の同 を

定める。 

員の選  

第 ６ 条 この支部には、支部長１ 、

支部長 、会 １ を き、

理事会に 理事の

選と 理事会の 認を るものと

する。 

  

第 ７ 条 

   ６ 事は、市社協定 第２１

条 に 準 た を 行 も の と す

る。 

  

第 21 条 この支部の は、支部長

に 成 、理事会の

の同 を 評議員会の議 を

ら 。 

規約の  

第  2  条  こ の 規 約 を よ と

するときは、 理事、理事及び

評議員の の同 を 定め

る。 

 

尼崎市社会福祉協議会大庄支部 

協議会規程の一部 に （案） 
対 表  

  

第 ５ 条 

   ４ 会長及び 会長は、 員の

選による。 

第 ５ 条 

   ４  会 長 は 理 事 よ り 支 部 長

が 、 会長は、 員の

選による。 
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平成２８年 事業報告 
 

１ 報・ 事業 

（１） 報 OH SHOW の 行 

   行 数  ２ （平成２８年１ 月、平成２９年３月） 

   行部数  ３ ５ 部( 及び ) 

 

（２） 者 の 布 

  

（３） による 事業・ の案内 

 

（４）社会福祉協議会大庄支部の 及び による 報 

     http://www.amasyakyo-ohsho.jp/ 

      Facebook  https://www.facebook.com/amagasakisyakyoohsho/ 
 

（ 用 QR ）    （Facebook 用 ) 

 

 

  

 

 

 

QR 応 を 用して に 用可 です。 

QR （R）は、 会社 の です。 

 

 

 

平成 28 年  

月 
問数 

（ ） 

数 

（ ） 
月 

問数 

（ ） 

数 

（ ） 

4 月   １ 月 170  436  

5 月   １１月 415  1,188  

６月   １２月 361  1,016  

７月   １月 369  923  

８月 62  167  ２月 247  626  

９月 456  1,272  ３月 320  968  

 計 2,400  6,596  
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２ 者 見 り 事業 

の な で見 り 動を行 者 見 り 事業 の実施 を全 

１５ に げ、 動の げ のための支 を行った。 

（１） 実施

実施  
推進員・ 

協 員数 
者数 実施  

推進員・ 

協 員数 
者数 

 30 65 大  80 392 

大  137 359  41 120 

大庄中  42 33  49 148 

 32 46  54 128 

 14 79  47 97 

 16 56  39 57 

意 48 90  33 56 

大庄  26 81 計 688 1,807 

（２） 者 見 り 事業 会

日 平成２９年３月２１日（ ） 

  大庄 会 ２  

内  しい ・日常生 支 総 事業について 

大庄 の生 支 の 組 について 

   尼崎市 職員 

尼崎市社会福祉協議会大庄支部職員 

参 者 １２４  

３ 支 事業 

（１）大庄支部 の運営

、 ・ ・ 成 付

（２）中 生 成 会

日  平成２８年８月２２日（月） 

   大庄支 ２  

参 者  １２  

４ 者いきいき事業 

  年間を じて、 社会福祉連 協議会、福祉協会 が、 者の きこもり 、 

健康・生きがいづくり、 民 互 を に、 あい 健康  

の事業 も つき大会 つり の を行った。 
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５ 福祉 事業 

推進委員会 実施  実施 日 

大 連協 福祉推進委員会 大 会  月・ ・ ・ ・日のいず か 

連協 福祉推進委員会 会  ・ ・ ・日のいず か 

６ 事業 

（１）実施

実施  会  実施  数 用者数 

大庄  大庄公民  
１ ・  

理・会  
1,100  823  

 会  
月２ ・  

業者委 ・会  
493  377  

大 委員会 大 会  
月２ ・  

業者委 会  
601  445  

福祉協会

 集会

月３ ・  

理・業者委 ・会  
226  181  

（２） 会

  日 程  平成２９年２月１ 日（ ） 

    の の 会

 

  内   施設見学、 同 の 報

  参 者  ３５

７ 平成２８年  第４４ 大庄 つりの実施 

  日  平成２８年９月１８日(日) 

     尼崎 

  をつな 、 を ろげる、 の   

者  約１  

８ の  

  日  平成２８年５月１７日（ ） 

９ の の実施 

  日  平成２８年５月２９日（日） 

     尼崎の 中  
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１  動 

（１）日 社社員 動

実施 期 ５月 

実   3,351,542  

（２）ともしびの 意運動

実施 期 ６月 

実  665,229  

（３） 同 運動

実施 期 １ 月 

実   4,872,746  

（４）

実   2,109,290  

（５） たすけあい運動

実施 期 １２月 

実    680,356  

分   尼崎 ・ の ・つ き ・ 動支 つき 

学 見 り （大庄・成 ・成 ・ か ） 

者 見 り 委員会 

１１ 事業 

（１）常任理事社会福祉 動

日 程  平成 2８年５月１８日（ ） １９日（ ） 

  社会福祉協議会 

内   市 社協の 動 及び意見  

参 者  １４  

（２）理事 会

日 平成２８年７月１日（ ） 

  大庄公民  

内  進に関する ・ とのかか り 

についての 中間報告、 

 

参 者 ２  

日  平成２８年１２月１６日（ ） 

   大庄支 2  

内   社会福祉 について  

    尼崎市社会福祉協議会総務  得平  

参 者  ２２  
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１２ 協 事業 

（１） 生大会( も会連 協議会)

  期 平成２８年５月２９日（日） 

   尼崎の 中  

（２） 画 ( も会連 協議会)

期 平成２８年８月２６日（ ）・２７日（ ） 

 大庄公民  

１３ 大会 の参  

（１）社会を るくする運動 尼崎市中 集会

日  平成２８年７月２日（ ） 

   尼崎

（２）尼崎市社会福祉 者表

日  平成２８年１ 月１３日（ ） 

   尼崎

（３）あ がすき の 参

日  平成２８年１ 月１６日（日） 

   尼崎の 中 及び  

（４）尼崎市社会福祉協議会 健 会

日  平成２９年２月９日（ ） 

   尼崎市社協会  

１４ 会議の実施 

（１）評議員会 年間 １  

（２）常任理事会  年間１３  

（３）理事会 年間 ５  

（４）決 年間 １  



- 8 -

市民運動推進協議会事業報告 

１ あ が き づくり事業 

（１）第 1 （選 委員会）

日  平成２８年５月２３日（月）

   大庄支   ２  

内   の 動  

 ４  

（２）第２ （報告会）

日  平成２９年３月１ 日（ ）

   大庄支   

内   の 動報告 

報告  ４  

２ 運動 

（１） の１ が 運動

日 平成２８年５月１５日（日） 

 大庄 内の ・公  

及び （JR 以 ） 

参 者 ３ ２９５  

（２） の大庄 運動

実施日 平成２８年１１月６日・１３日・２ 日・２３日 ( ) 

全日程実施

 大庄 内の ・公  

及び （JR 以 ） 

参 者 ２ ９７９  

３ 大庄 全

日 平成２８年７月２５日（月） 

   大庄 会 ２ 及び大庄おもしろ  

  協   協会 部支部・尼崎 全協会・

尼崎 協会・尼崎 会・大庄中・大庄 中

  内 尼崎 及び生 全 の指 に

より についての を学 だ

参 者 ９９
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４ の  

期間  平成２８年１１月１日から１１日（市役 日 く） 

 大庄支  

  実    １,３８

      ２２ 計１,６  

５ １ １７は ない  

日 平成２９年１月１７日（ ） 

   大庄 中学  

  内 の 置、 

用者の の  

を学 だ 

  参 者 １９１ （生 く）

６ 全・  

  いの 全 、い とい に て  

日 平成２９年２月２８日（ ） 

   大庄 会 ２  

  内 いつ こるか分からない に 、 

を しく理 し、 を そな  

ておいたらよいか について学 だ 

   崎 ( づくり 理事長) 

大  (尼崎市 長)  

参 者 ８４  

７ 者 応事業（大庄 者 見 り 事業 会としても 置付け） 

  た で らしていくために 

の から る  

日 平成２９年３月２１日（ ） 

   大庄 会 ２  

  内 尼崎市 の ・日常生 支 総  

事業について 、大庄 での生 支  

の り組 について学 だ

   尼崎市 職員・社協大庄支部職員

  参 者 １２４

８ 事業 

日  平成２８年５月２９日（日） 

     尼崎の 中  

  内 の 参画し、 全・ の づ 

くりを とした 験 を 

実施。 た、 運営を した。 

参 者 約３  



- 10 -

９ その  

（１） 代間 事業 成

成  （  ９ ） 

（２） 運動

の りを１４ 成し、 布

についての を

（３） 全 の り 布

１４ 成し、 の りの 布

１  大会 の参  

（１） くらしの 全推進あ が き市民大会

日  平成２８年７月２６日（ ） 

内   及び についての  

   尼崎 

１１ 協議会  

（１）市民運動推進協議会 ６  

（２） 推進事業部会 １  

（３） 事業部会 １  

（４） 全事業部会 １  

（５） 関連事業部会 1  

（６） 画部会 １  
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年 成協議会事  

１ ・

日 平成２ 年１２月９日（金） 

  大庄  

内 容 （ ）の

たの は  

大庄 と 者対象に  

者 ６ ０ 、 者１０  

２ ・ 会 

日 平成２ 年９月 日（ ） 

  大庄支  

内 容 入 の に  

協 員と 表者との 見  

会の  

者 ２４  

３ の  

日 平成２ 年９月１ 日（日） 

  尼崎 

内 容 を  

入 者を大庄ま り に  

表  

者  も１０  大 ３６  

４ 年体 事  

日 平成２ 年５月２９日（日） 

  尼崎の  

内 容 の に の と と  

体  

者 約３００  



- 12 -

５ 支 事  

日 平成２ 年１２月２０日（ ） 

平成２９年１月２７日（金） 

２月２４日（金） 

３月２４日（金） 

  大庄 福祉会  

内 容 第１ ０ を の親 に を 

、 、 を行  

者 ２  

６ も体 事  

日 平成２ 年１１月１９日（ ） 

  大庄 ・体  

内 容 体 と 体  

者 約１００  

７ 協議会 

 年間  

  大庄支  ２ 、大庄  
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り協議会事  

（１） の

施日 平成２ 年９月１ 日（日） 

   大庄ま り会 入 （ 尼崎） 

内 容  者 協 びか 施 

者  ５４  

（２） り 成金

団体

（３） 体 定会

日 平成２ 年１２月１４日（ ） 

   大庄 会  ２  

内 容  体 定（６種 ）

者 ２９  

（４） り 成

（１ ） 

 日  平成２ 年１１月１日（ ） 

   大庄支  ２  

り の の に  

   大  間 部 間  

    

者 連協 り  ２４  

（２ ） 

日  平成２ 年１２月１４日（ ） 

   大庄 会  ２  

内 容  体 定会 定 及び 定

 行  尼崎市社会福祉協議会大庄支部 

 福祉 員 

者 連協 り  ２１  
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（５）

日 平成２９年２月２３日（ ） 

   大庄  ３  

日 きる の に  

  尼崎 連  

長 部長   

者 ４１  

（６）認

日 平成２ 年 月２９日（月） 

   大庄  ３  

認 の と の りに  

   きが り協議会 

福    

者 ３  

（７）

（１ ）

日 平成２９年１月１ 日（ ） 

   大庄  ３  

に  

  き き・のびのび り協会 

 と   

者 １  

（２ ） 

日  平成２９年１月２５日（ ） 

   大庄  ３  

を するための 理 

  尼崎 会 理   

   

者 １５  

（ ）協議会

 年間 ５ （大庄支  ２ ） 

（９） り 会議

 年間 ３ （大庄支  ２ ） 
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大庄 つり事業報告 

１ 第４４  大庄 つりの  

（１）実施日    平成２８年９月１８日（日） 前１ ６  

（２）      尼崎 

（３） 者数   約１  

（４）    をつな  を ろげる の  

（５）協 会社・   ９２  

（６）内  

及び 会  

青少年健全育成協議会による あい つ運動推進 表 を行った。 

  た社協 を も行った。 

に い in 大庄 

  出 者 ２１組  ・

お し 選会の実施 

総お りの実施 

の 事業の実施 

  実 付者７３ 、 者５４  

集の実施 

  実 ５１ ８９８  

・ の実施 

  参 者 １２  

の実施 

  参 ３  

協 事業 

  大庄 も会連 協議会 画 に協 し、大庄 つり 日、 内で  

  を行った。 
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その  

  が による健 の実施 生 学 大庄 を同 した。 

２ 会議の  

（１）実行委員会  ３  

（２） 部会の  

総務部会   ２  

部会  ３ （出 者 会を ） 

部会 ５ （ 選会、出 者 会を ） 

部会   １  

部会 １  
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（ 入） 単 円

大 （ ）
入

（ ） （ ） （ ）

会 1
単 福祉協会会  2 1 単

事 金等

市社協支出金 11 11 9

単 福祉協会 金 1
連 協議会 金 121
支部 事 金 12 9

者福祉 事 金
         9 9

同 金事 付金             2
福祉 事 金         2

見 り 事 付金   
とも び事 付金               

行事 付金           
支部 事          1
支部 事    

市 支 出 金 1 9 1  2 市 事 金

団 体 支 出 金 9  2

尼崎 施行者協議会 成金
                                          2 1
大 成金
                                          2
尼崎市 ・同和 協議会

付金                                      2

金 1  1

入 金 9 9 2 9 基金より 入

入 1 1 91
大庄ま り協 金
大庄 会 料 入

金、 金 等

金 2 2 99 2 2 99

11 1 2 1 2 2

平成２ 年 一 会 支
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（支出） 単 円

大 （ ）
支出
（ ） （ ） （ ）

事 支 出 1 9 1 911 1

評議員会
理事会・理事会等

種大会・ 会
事 ・大庄 会

・はがき
料、慶弔  等

福祉事 19 1 91 1 2 9

連 協議会 成金等          1 22
福祉 事     2

者福祉 事 金
                                           22 2
単 福祉協会 金          2 1
連 協議会              121
連 協議会福祉 付金       
大 連 協議会 付金

 2 91
                   1

金                 2
も会 金                2

福祉 事              2 9 91
                          

理事・単協会長・
会                                9

社会福祉        2

市 事 2 9 1 9 9

対
・ 上・ 事 成等

まが き ま り
事

事 等
等

年 成
事

2 2
・

年体 事 等

り
事

1 991 9

事
り 成

ま の
認 ・

大 庄 ま り
事

2 1 11
             1

                
会                 2 9

支 出 金 212 2 市社協会

金 1 1

11 2 1 9 9

入 1 2

支出 2 1 9

1 1
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平成２９年 年表 表 者 

 

 

１５年表  

 

   次（ 大 第２） 

 

 

１０年表  

 

 一 （ ・ ） 
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平成 2９年 事 （案） 
 

 

 

出会   が を  

 

事  

大庄支部はこ ま 行 福祉施 、 等と連 する か、

の支 、 ・ の 、 年の

成、 者の の事 を 施 きま た。 

年 定 た ま た大庄 の 福祉の り め に

の 見をまとめた大庄支部 の 福祉 を基に、

年 は ら る事 の を ま ります。 

平成１９年 より大庄支部 まり、平成２３年 より市 事

と た 者等見 り 事 は、 年 、大庄支部 取

ま ま た。 も 種団体との連 を り、こ ま の の

を ま がら、 る の を ま ります。 

平成２７年 より 支 が大庄支部に配

、 者の を支 るための 支 の を

ることを と た の を 、

種団体との連 を行 ま りま た。そ 、

年 、 ・日 支 事 の基 と る協議体が

上がりま た。 年 は、 による支 、 の が

る りを らに ま ります。 

 年 た 取り と 、支部 に

り たに （ ） す を

、 の支部 と の に 、 た

の 成 がりの りをすすめ ま ります。そ 、

平成３０年１月からは ・福祉の の 員

協議会の事 の が 定 り、 にと

を ることが出 る体 りをすすめ ま ります。 

社協 の 入、社協事 の を と 平成２ 年 より

取り ま た を らに ま ります。 

また、 ・ 等に対する の取 等 の支 を

行 、 もが た に ら る

よ 大庄 を ます。 
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事 （案） 要（ 協議会を ） 
 

社会福祉協議会大庄支部 は、 もが ら るま りを と 、

同 の 、 がり りを支 とともに、 を する 、社協

の 入 の取り も に行 ま ります。 

 

１ ・ 事 （ 入 の取り 、 の ） 

（１） の 行（年間３ 定） 

（２） 入 の   

（３） 入者 の配 等 

（４）社会福祉協議会大庄支部の の   

 

２ 福祉 支 事  

（１）尼崎市社会福祉協議会大庄支部 福祉 の   

（２） 福祉 員（ 支 ）の  

（３） 大庄 協議体 、 大庄 支 を る会 の   

（４）支部 員の ・ の   

（５） す の   

（６） ・ の の 及び 成  

（７） の がりの りの支   

（ ） の 及び 成  

（９） ・ の   

 

３ 者等見 り 事  

（１）見 り 員・協 員を対象と た 会 の ・ のための支   
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４ 者 き き事  

  年間を 、 社会福祉連 協議会、福祉協会等が、 者の きこもり 、 

・ きが り、 を と た事 ・ 等を 施する。 

 

５ 福祉 事  

  （ 大 福祉 員会・ 福祉 員会）の 支 と

た の 上 支  

 

６ 事  

  （大庄 、 大 員会、

、 福祉協会 ）の 支 と た の 上

支  

 

７ 事  

  とり ら の 者等が、 きるよ 、社協、 員を

の により、 を 出 、 事 が たときの を行 。 

 

 第４５ 大庄ま り 

  日 ９月１０日（日） 定 

    尼崎 

  及び 施内容に は、 行 員会及び 部会に 協議、 定する。 

 

９ の   

  日 月７日（日） 定 

    尼崎の  

  及び 施内容に は、 行 員会に 協議、 定する。 

 

１０ 金 の協  

（１）日本 社員 （ ５月） 

（２）とも びの  （ ６月） 

（３） 同 金      （１０月） 

（４） たす   （１２月） 

（５） 本 金    （ 年） 

 

１１ 種 会等 

（１） 理事社会福祉  

（２）単協会長 会 

（３）理事 会 

（４） 会 

（５）社協・ 協 見 会    他 

 

１２ 種大会・ 会 の  

   尼崎市社会福祉 者表 、尼崎市社会福祉協議会 会 の  

 

１３ ・福祉の の   
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１４ 大庄 員連 協議会事 の   

 

１５ 種会議の  

（１）  

   日  平成 2９年 月７日（金） 

      大庄支 会議  

   内 容  平成 2 年  

（２） 会 

      

       大庄支 ２ 会議  他 

（３） 理事会 

   

    大庄支 ２  他 

（４）理事会 

      

       大庄支 2  他 

（５）評議員会 

   日   平成 2９年 月 2５日（ ） 

       大庄 会 2  

   内 容   平成 2 年 事 びに 支  

          

         表  

         平成 2９年 事 びに 支   



- 26 - 

 

市 協議会事 （案） 
 

  る よ か 大庄のま りを 、 の と により、

種 の に 、 年 成協議会 り協議会と必要に

連 ・協 がら、次のよ 事 に取り 。 

  

１  

（１） の 1 がま  

   施日  平成２９年５月２１日（日） 日 ５月 2 日（日） 

      施  大庄 内の 、 、 、   

（２） の  

   施   平成２９年 11 月 

      施  大庄 内の 、 、 、   

 

２ 対 事  

     1 1 は  

   施日  平成３０年 1 月 1 日  

      大 大庄 会  

 

３ 上事  

  ・ の り等の配  

  ・ の 施 

   施  平成２９年６月 ７月 

 

４ 事                 

  の の  

施  平成２９年５月７日（日） 日 ５月１４日（日） 

 

５ ・  

   施  平成３０年 1 月 月  

 

 者対 事  

   者対 等の 施 

施  平成２９年９月 1０月  

 

 ・ 上事  

、 等と協 がら、 ・ の の 上に た取 を行 。 
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 まが き ま り事   

   施 間     年 間  

   成団体・  ６団体 

 

９ 事  

   及び の  

   施   平成２９年１１月  

 

1０ 上  

     ・ の りの 成 

   ・ 会等の 施 

 

1１ 間 事  

間 事 成を見 、大庄 体 の取 を する。 

 

１２ 入 成事  

に 入 た の 等に 、 の 入 を 、 入 

の一部を 成する。 

 

1３ の 成 

等と協 、 年 年 の 成に取り 。 

 

1４ 種大会 の  

    団 、 年 成、 ら の 尼崎市 大会 の  

 

1５ 協議会 

   

    大庄支  ２   他 
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年 成協議会事 （案） 
 

 年の 成と、 ・ ・ の連 による よ ま りを と

、 年を対象と た事 を する 、 を対象と た 支

事 、 間の に取り きます。 

 

１ ・   

   会の  

   内容  、 、 に の 会 

   日   等との による 

     大庄 内 ・ 等 

    

２ ・ 会の 施 

  内容  、 、 等 もに の ・  

  日   定 

    定 

    

３ の  

  内容  のための  

  日   定 

    定 

  

４ 年体 事  

  内容  の に 体 を  

  日   平成２９年５月７日（日） 

    尼崎の  

５ 支 事   

  内容  第１ ０ の親 の ・ ・ がりの り 

  日   施 とに 定 

    大庄 福祉会 、 福祉会 、 大 会  

 

６ 体 事  

  内容 体 の 施 

  日  定 

   定 
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 ７ 協議会 同  

   内容 定 

   日  １１月 定 

    定 

 

 協議会 
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健康づくり協議会事業計画（案） 

 大庄地区住民が、地域で支え合う生活を送るための基礎となる、「自分自身の健康」の維持・増

進とともに、お互いの「見守り・見守られ活動」に役立つ知識等の習得を図ります。 

１ 愛の献血 

  実施日   平成２９年９月

大庄まつり会場入口（ボートレース尼崎） 

来場者へ献血協力を呼びかけ実施 

  場 所  

  内 容  

２ ニュースポーツ交流事業 ○新

  開催月  未定 

未定 

ニュースポーツ（囲碁ボール）を通して、地域交流を図る 

未定 

大庄公民館 ３階 ホール 

血圧測定、体力測定６種目を実施 

  場 所  

  内 容  

３ 体力測定会 

  開催月  

  場 所  

  内 容  

４ 健康体操リーダー養成講座 拡 

  開催月   未定（４回実施） 

大庄公民館 ３階 ホール 

地域で健康づくりの指導ができるリーダーの養成 

  場 所  

  内 容  

５ 森の文化祭参画事業 ○新

開催月 平成２９年５月７日（日） 

尼崎の森中央緑地 

体力測定、健康体操 

  場 所  

  内 容  

６ 介護予防講座 

開催月 未定 

未定 

介護予防についての知識を学ぶ 

  場 所  

  内 容  

７ 成人向け健康づくり講座 ○新

開催月 未定 

未定 

働き盛りの世代を対象とし、早めの健康づくりに取り組むためのきっかけづくり 

を目的とする。 

  場 所  

  内 容  

８ 健康づくり協議会の開催 

  開催回数  随時 

９ 健康づくりリーダー会議の実施 

  開催回数  随時 
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大庄ま り事 （案） 
 

１ 第４５  大庄ま りの  

   平成２９年９月１０日（日） 定 

   尼崎 定 

  及び内容は、 行 員会及び 部会に 協議 、 定する。 

 

２ 種会議 の協議内容 

（１） 行 員会 

   大庄ま りの 及び事 内容に  

大庄ま り 施要 に   等   

 

（２） 部会 

   会 に  

   協 事 に   等  

 

（３） 部会 

   の と の配 に  等 

出 者 会を 定 

 

（４） 部会 

  に 大庄 の出 者・団体の に  等 

  出 者 選会、出 者 会を 定 

 

（５） 部会 

   体 に  等 

  団 の協 を行 定 

 

（６） 部会 

   の 施要 に  

   選会の に    等 
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（ 入） 単 円

大
本 年 年

会 1 9

市 社 協
支 出 金

11 2 11  

市 支 出 金 1 9 1 9

団 体 支 出 金 9 9

金 1 1

入 金 1 9  9

入 1 1

金 1 1 2 2 99 1 9 219

2 1 11  2 2 2 2

年 金

尼崎 施行者協議会 成金
                                           2
大 成金
                                           2
尼崎市 ・同和 協議会

付金                                       2

大庄ま り協 金               1
大庄 会 料 入            

金、 金 等      

平成29年 一 会 支 案）

単 福祉協会会  2 1 単
事 金等

単 福祉協会 金               1
連 協議会 金                     122
支部 事 金                  12

者福祉 事 金
                                          92

同 金事 付金               2 91
事 付金               2

見 り 事 付金        
とも び事 付金                 

行事 付金                   
支部 事 及び事 付金
                                                

市 事 金
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（支出） 単 円

大
本 年 年

事 1 1 1 9  222

福 祉
事

1 2 19  2

市
事

9 2 9

年 成
事

9 1

り
事

1 1

ま り
事

1 1

支 出 金 2 212  

金 1 1

1 1  2 2

2 1 11  2 2 2 2

事                         
り 事                   1

（ り 成 ま の ）

認 ・ 等          11

大庄ま り                1
大庄ま り                
大庄ま り会                2

の   2

市社協会

事   2 1
事   1 1

（ 、 上、 事 成等 ）

事   2
事   9

（ まが き ま り、 ・
上事 等）

連   22
大庄ま り事                      1

等                                 

・
                                          2

事            
年体 事             

支 事 等                      2

連 協議会 成金等         1
福祉 事                2

者福祉 事 金
                                           22
単 福祉協会 金         1
連 協議会福祉 付金      1

行 等               1
金                   2

も会 金               
福祉 事             

                          
理事・単協会長・

会                            
社会福祉 等  1 2

評議員会            1
理事会・理事会等会議     9

種大会・ 会 等   1
事 ・大庄 会 等
                                             

・はがき 等            91
料、慶弔 等             

入           1
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単 円

年 本 年

一 会

1 1 1 1 （５年）

一 会

1 1 1 1 （５年）

協同 大庄支

9 1 （１年）

りそ 行尼崎支

2 9 2 2 9 9 （１年）

りそ 行尼崎支

2 2 2 1 2 2 2 1 （１年）

2 9 1 21 2 2 9

定 金

平成 ２９年  基金（案）

  

本 年

          

定 金
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 規 約（案） 

 

第１        則 

  

第 １ 条 この支部は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会（以 市社協 と 。）の

と り、大庄 内に る社会福祉事 の と を

、 社会福祉の を ることを とする。 

事  

第 ２ 条 この支部は 条の を 成するため次の事 を行 。 

（１） 社会福祉を とする事 に する  

（２） 社会福祉を とする事 に する  

（３） 社会福祉を とする事 に する連 及び 成 

（４） 社会福祉を とする事 に する 及 よび  

（５） 市 に すること 

（６） 年 成に すること 

（７） りに すること 

（ ） 金事 ・ 行等福祉 に すること 

（９） 者の社会 に すること 

（1 ）その他社会福祉の 成に必要 こと 

  

第 ３ 条 この支部は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会大庄支部と 。 

事 の  

第 ４ 条 この支部の たる事 を尼崎市 大庄支 内に 。 

 

第２   員及び  

 員  

第 ５ 条 この支部には次の 員を 。 

（１） 理事    

（２） 理  事    

（３）   事   ２  
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員の選  

第 ６ 条 この支部には、支部長１ 、 支部長 、会 １ を き、 理事会に

理事の 選と 理事会の 認を るものとする。 

２ 理事は、大庄 の社会福祉連 協議会長をも こ に る。 

３ 理事は、次の者をも こ に る。 

（１）大庄 員協議会 表 

（２）大庄 連 協議会 表 

（３）大庄 も会連 協議会 表 

（４）大庄 連 会 表 

（５）尼崎市 団 団長（大庄 ） 

（６） 協会 表 

（７）大庄 年 員連 会 表 

（ ） 会大庄 会 表 

（９） 会 表（大庄 ） 

（1 ） 社会福祉事 施 表 

（11）その他評議員会に 必要と認めた者 

   ４ 員の選 に た は、 員に その親族、その他特別の に る

ものが 理事及び理事の に３ をこ ま は ら 、 事の に

こ らの者が ま は ら 。 

   ５ 事は評議員会に 選 、支部長が する。 

     、 事は、 理事、理事、評議員、 員及びこ らに する他の を

することが き 。 

   ６ 理事及び理事は、評議員を ることが き 。 

  

第 ７ 条 支部長は、支部を 表 、会 を する。 

   ２ 支部長は、支部長を 、支部長事 るときは、その を 行する。 

   ３ 理事は、 理事会を 支部の を 定する。 

   ４ 理事は、 理事と に理事会を 、必要に 支部長が する。 

５  会 は、 の 理と出 を する。 

６ 事は、市社協定 第２１条に準 た を行 ものとする。 
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理事会  

第  条 理事会は、支部長が その議長と る。 

   ２ 理事会は、 理事の の出 が その議事を き、議 する

ことが き 。 

   ３ 理事会の議事は、この規約に別 の定めが る を か、出 た

理事の 、 同 のときは議長の するとこ による。 

   ４ 理事会に出 き 理事は、 らか め た事 に

理者にその を 、 は 議 に ることが きる。 

５ による の行 は、こ を出 たものと す。 

６ を 事 の るときは、支部長は も 見を め、

理事会に ることが きる。 

理事会  

第 ９ 条 理事会は、 理事及び理事 成 、支部長が その議長と る。 

   ２ 理事会は、 理事及び理事の の出 が その議事を き、議

を すことが き 。 

   ３ 理事会の議事は、この規約に別 の定めが る を か、出 た

理事及び理事の 、 同 のときは議長の するとこ による。 

   ４ 理事会に出 き 理事は、 らか め た事 に 、 理者に

その を 、 は 議 に ることが きる。 

   ５ による の行 は、こ を出 たものと す。 

   ６ を 事 の るときは、支部長は も 見を め、理事

会に ることが きる。 

及び  

第 1  条 員の は２年とする。た 、 は 。 

   ２ によ た 員の は、 者の 間とする。 

   ３ 員は が と も、 者の するま は、その を行 も

のとする。 

   ４ に る をも 員に た者の はその 間とする。 

及び 、 事  

第 11 条 この支部に 及び 、 事を ことが きる。 
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２ 及び 、 事は、 理事会に 、理事会に 定す 

る。 

   ３ は会 に 支部長の に 、 は 見を ることが きる。 

   ４ 、 事は会 の に する。 

事  

第 12 条 この支部の を 理するため事 を る。 

   ２ 事 に事 長以 員 を ことが きる。た 、事 長の

は 理事会に るものとする。 

   ３ 事 の規程は、社会福祉 尼崎市社会福祉協議会の事 規程を準 する。 

 

第３   評議員及び評議員会 

評議員の 等  

第 1  条 評議員は、次の者の からその団体の を 支部長がこ を する。 

（１） 福祉協会の 表 

（２） 社会福祉事 施 の 表 

（３） 社会福祉事 団体 表 

（４） ・ 員等の社会福祉 者 表 

（５）社会福祉 員 表 

   ２ の か、支部長は 者及び社会福祉に の る者の から、評議

員会の同 を 評議員を することが きる。 

評議員会  

第 1  条 評議員会は、評議員をも する。 

   ２ 評議員会は、支部長が する。 

   ３ 評議員会に議長を 。 

   ４ 議長はその 評議員の 選 定める。 

   ５ 評議員会は、評議員の の出 が その議事を き、議 すること

が き 。 

   ６ 評議員会の議事は、この規約に別 の定めが る を か出 た評議

員の 、 同 のときは議長の するとこ による。 

   ７ 評議員会に出 き 評議員は、 らか め た事 に 理者

にその を 、 は 議 に ることが きる。 
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    による の行 は、こ を出 たものと す。 

   ９ を 事 が るときは、支部長は をも 見を め、評議

員会に ることが きる。 

1  評議員会は、 年１ 以上 、次の事 を議 する。 

（１） 及び  

（２）事  

（３）規約の  

（４）その他、この支部の に する 要事 支部長が必要と認めた事  

及び  

第 1  条 評議員の は２年とする。た 、 を 。 

２ によ た評議員の は、 者の 間とする。 

３ 評議員は、 と も 者の するま は、その を行 も

のとする。 

４ に る をも 評議員に た者の は、その 間とする。 

 

第４   会     員 

会 員  

第 1  条 次に る を するものをも 会員とする。 

（１） 福祉協会 

（２） 社会福祉事 施  

（３） 社会福祉事 団体 

（４） 員等の社会福祉 者団体 

（５）社会福祉 員 

（６） 者及び社会福祉に る団体 

 

第５   協  議  会 

協議会  

第 1  条 この支部の事 を するため協議会を ることが きる。 

   ２ 協議会に する規程は別にこ を定める。 

 

 



- 40 -

 

 

第６         

  

第 1  条 会員が のため出 た は を支 することが きる。 

   ２ に する規程は別にこ を定める。 

 

第７   慶     弔 

慶 弔  

第 19 条 この支部は慶弔 を支出することが きる。 

 

第   会      

  

第 2  条 この支部の は、会 及び市の 金、 料、 同 金配 金、 付金、

その他 入金をも る。 

  

第 21 条 この支部の は、支部長に 成 、理事会の の同 を 評議

員会の議 を ら 。 

  

第 22 条 この支部の事 、 及び 支 は、 会 年 ２ 月

以内に支部長に 成 、理事会の認定を 、 事の を 評議員会

の 認を ら 。 

   ２ 会 の 上、 金を たときは次会 年 すものとする。 

 

特別会  

第 2  条 この支部は、特別会 を ることが きる。 

  

第 2  条 この支部の会 年 は、 年４月１日に まり 年３月３１日をも る。 

 

第９   そ  の  他 

規約の  

第 2  条 この規約を よ とするときは、 理事、理事及び評議員の の同

を 定める。 
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付         則 

員の選  

 この規約 定 に る 員の は、昭和５５年３月３１日ま とする。 、

この規約に基 き 員の選 を行 ものとする。 

施行 日  

 この規約は昭和５５年４月１日から施行する。 

 

付 則 

施行 日  

 この規約は昭和５７年４月１日から施行する。 

付 則 

施行 日  

 この規約は昭和５９年４月１日から施行する。 

付 則 

施行 日  

 この規約は平成１３年６月１日から施行する。 

付 則 

施行 日  

 この規約は平成１７年４月２６日から施行する。 

付 則 

施行 日  

 この規約は平成 2 年４月２ 日から施行する。 

付 則 

施行 日  

 この規約は平成２９年４月２５日から施行する。 
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 協議会規程（案） 

 

第 １ 条 支部規約第１７条の規定による協議会は、この規程の定めるところによる。 

第 ２ 条 協議会名称は、次のとおりとする。 

（１）市民運動推進協議会 

（２）青少年健全育成協議会 

（３）健康づくり協議会 

２ 協議会別分掌事項は別に定める。 

第 ３ 条 協議会は支部の事業の計画並びに実施に関し協議し、又は支部長の諮問に応

ずる。 

第 ４ 条 協議会は必要に応じ分科会又は拡大協議会を設け、又運営の内規を定めるこ

とができる。 

第 ５ 条 協議会は、会長・副会長及び委員を以って組織する。 

    ２ 会長は、会務を総理し協議会を代表する。 

    ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じたとき、その職務を代行する。 

    ４ 会長は常任理事より支部長が指名、副会長は委員の互選による。 

第 ６ 条 協議会委員は常任理事、理事、評議員、連協役員の中から支部長が委嘱する。 

    ２ 前項のほか、支部長は学識経験者及び社会福祉に関係のある者のなかから、 

     常任理事会の同意を得て委員を委嘱することができる。 

    ３ 協議会に参与を置き、必要に応じて会長が出席を求め会務について意見を 

     聴くことができる。 

第 ７ 条 協議会委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

      補欠協議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 ８ 条 協議会は会長が招集しその議長となる。 

第 ９ 条 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

第 1 0  条 協議会で決定した事項は、会長から常任理事会に報告するものとする。 

付 則  この規程は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

付 則 

(施行期日) 

 この規程は平成 27 年４月２7 日から施行する。 

この規程は平成２９年４月２５日から施行する。
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 協議会別 事 （案） 

 

１    

支部規約第１７条の規定による協議会は、協議会 の に り社会福祉の 

に 協議 、事 の 上に するとともに円 を ることを とす

る。 

２ 協議会別  

（１）市 協議会（２） 年 成協議会（３） り協議会 

３ 協議会別 事  

 市 協議会 

    の対 に すること。 

    の支 に すること。 

    その他、 を するに必要と認めること。 

 年 成協議会 

年を取り の に すること。 

年の 成に すること。 

支 事 に すること。 

    その他、 を するに必要と認めること。 

 り協議会 

    の りの支 に すること。 

その他、 を するに必要と認めること。 

 

 

付 則  本 事 は、 の日から施行 、昭和５７年４月１日から する。 

付 則 

施行 日  

 この 事 は平成２７年４月２ 日から施行する。 

施行 日  

 この 事 は平成２９年４月２５日から施行する。 
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尼崎市社会福祉協議会大庄支部 慶弔規程（案） 

 

第1条 この規程は、支部規約第 19 条により慶弔の取扱基準を定めるものとする。 

 

第2条 慶弔の取扱内容は、次の表によるものとする。 

種別 対象会長 内 容 

叙勲 単協 ・祝金 １０，０００円 

連協 

弔慰 単協 ・香料 ５，０００円 ・樒 一対 または 盛花 一基 

（配偶者）樒 一対 または 盛花 一基 

連協 ・香料  １０，０００円 ・樒 一対 または 盛花 一基 

（配偶者及び１親等の同居親族）樒 一対 または 盛花 一基

団体選出理事 

評議員 

・香料 ５，０００円 ・樒 一対 または 盛花 一基 

見舞 単協 （２週間以上入院）見舞金  ５，０００円 

連協 （２週間以上入院）見舞金 １０，０００円 

団体選出理事 

評議員 

（２週間以上入院）見舞金  ５，０００円 

その他 支部長が特に必要と認めたとき 

 

付 則 

 本規程は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成６年１０月１日から施行する。 

 この規程は、平成９年２月１日から施行する。 

 この規程は、平成１７年４月１４日から施行する。 

 この規程は、平成２９年４月２５日から施行する。 




